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文
部
科
学
省

○

令
第
三
号

厚
生
労
働
省

臨
床
工
学
技
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
十
六
条
、
義
肢
装
具
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六

十
一
号
）
第
三
十
六
条
、
救
急
救
命
士
法
（
平
成
三
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
四
十
二
条
、
言
語
聴
覚
士
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
四
十
一
条
、
栄
養
士
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
）
第
十
一
条
、

診
療
放
射
線
技
師
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
、
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
八
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
、
歯
科
技
工
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令

第
二
百
二
十
八
号
）
第
九
条
第
一
項
、
臨
床
検
査
技
師
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
二
百
二
十

六
号
）
第
十
条
第
一
項
、
理
学
療
法
士
及
び
作
業
療
法
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
七
号
）
第
九
条

第
一
項
、
視
能
訓
練
士
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
四
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
、
歯
科
衛
生
士
法
施
行

令
（
平
成
三
年
政
令
第
二
百
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
、
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
、
き
ゆ
う
師
等
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令
第
三
百
一
号
）
第
一
条
第
一
項
及
び
柔
道
整
復
師
法
施
行
令
（
平
成
四
年
政
令

第
三
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
九
月
三
十
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
一
条

歯
科
衛
生
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
五
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

厚
生
省

る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
二
条

保
健
師
助
産
師
看
護
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

厚
生
省

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る

他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を
付
し

た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と

し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
一
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
二
（
第
三
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]
二
・
三

[

同
上]

別
表
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
三
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]
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備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
五

[

略]

二
～
五

[

同
上]

別
表
三
の
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
三
の
二
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。
た
だ
し
、
通
信
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、
大
学
通
信
教
育
設
置
基

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
の
例

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

に
よ
る
。

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
通
信
制
の
課
程
に
お
い
て
は
、
大
学
通
信

[

号
を
加
え
る
。]

教
育
設
置
基
準
（
昭
和
五
十
六
年
文
部
省
令
第
三
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項

の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ

る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む

ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
～
五

[

略]

二
～
四

[

同
上]

別
表
三
の
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
三
の
三
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考
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一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
高
等
学
校
学
習
指
導
要

領
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
第
一
章
第
二
款
第
三
項

領
（
平
成
三
十
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
第
一
章
第
二
款
第
三
項

（
一
）
ア
の
規
定
に
よ
る
。

（
一
）
ア
の
規
定
に
よ
る
。
専
攻
科
に
お
い
て
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

二

前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
高
等
学
校
の
専
攻
科
に
お
い
て
は
、
大
学

[

号
を
加
え
る
。]

設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

三
・
四

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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（
あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

あ
ん
摩
マ
ツ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り
師
及
び
き
ゆ
う
師
に
係
る
学
校
養
成
施
設
認
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

文
部
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
及
び
第
五
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－10－

（
診
療
放
射
線
技
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
四
条

診
療
放
射
線
技
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

厚
生
省

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－11－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は

実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－12－

（
歯
科
技
工
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

歯
科
技
工
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－13－

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－14－

（
管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
六
条

管
理
栄
養
士
学
校
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－15－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
号
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
第
一
号
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－16－

（
理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
七
条

理
学
療
法
士
作
業
療
法
士
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
一
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

厚
生
省

よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－17－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
一
の
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
の
二
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考



－18－

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
二
の
二
（
第
三
条
関
係
）

別
表
第
二
の
二
（
第
三
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－19－

（
臨
床
検
査
技
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
八
条

臨
床
検
査
技
師
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
五
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

厚
生
省

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－20－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
既
定
の
例
に
よ
る
。

験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は

実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－21－

（
視
能
訓
練
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
九
条

視
能
訓
練
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

厚
生
省

る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－22－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習

又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－23－

（
柔
道
整
復
師
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
十
条

柔
道
整
復
師
学
校
養
成
施
設
指
定
規
則
（
昭
和
四
十
七
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

厚
生
省

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－24－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は

実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－25－

（
臨
床
工
学
技
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
十
一
条

臨
床
工
学
技
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
三
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

厚
生
省

正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－26－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実

八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は

実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
十

[

略]

二
～
十

[

同
上]

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に

よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単

よ
る
。

位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と

あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
十

[

略]

二
～
十

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－27－

（
義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
十
二
条

義
肢
装
具
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
昭
和
六
十
三
年

令
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

厚
生
省

す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－28－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考



－29－

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－30－

（
救
急
救
命
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
十
三
条

救
急
救
命
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
平
成
三
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－31－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、

実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時

間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考



－32－

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係

に
よ
る
。

る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定

す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五

時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－33－

（
言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
の
一
部
改
正
）

文
部
省

第
十
四
条

言
語
聴
覚
士
学
校
養
成
所
指
定
規
則
（
平
成
十
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

厚
生
省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



－34－

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]
[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
の
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

一

単
位
の
計
算
の
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

十
八
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る
単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、

同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又

は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

[

表
略]

[

同
上]

備
考

備
考

一

単
位
の
計
算
の
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

一

単
位
の
計
算
の
方
法
は
、
大
学
設
置
基
準
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
の
例

に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
験
、
実
習
又
は
実
技
に
よ
る
授
業
に
係
る

に
よ
る
。

単
位
の
計
算
方
法
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

」
と
あ
る
の
は
「
実
験
、
実
習
又
は
実
技
の
」
と
、
「
お
お
む
ね
十
五
時
間
」

と
あ
る
の
は
「
三
十
時
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

二
・
三

[

略]

二
・
三

[

同
上]

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



－35－

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


